
× ×

× ×

× ×

× ×

× ×

× ×

直近３か年以内
の事業見直しの
有無とその内容

見直しの有無 有

　「定年の引き上げ」や「継続雇用制度の導入」が進み、新入会員の平均年齢が上昇する中で、会員や役員
等の口コミによる勧誘や各種広報媒体を活用した入会の促進、会員の資質向上のための研修会の充実に努め
た結果、２年ぶりに会員数が増加しました。

近隣自治体等
の状況

　会員数については、全国的に伸び悩んでいます。
　補助金額については、県下の市町村間に、7,550千円～49,116千円（H26調査）と、大きな開きがありま
す。

事業周知方法
・内容

　ホームページ、会報、リーフレット等の広報媒体を活用し、シルバー人材センターの活動内容を周知して
います。

事業の全体像（フロー図、写真などを用いて事業の様子を視覚的に説明）

上記課題等への
対応や見直しの

方向性

　生産年齢人口の減少が見込まれる中、経済や社会の活力を維持するためには、若者や女性はもとより、高
齢者も含めたすべての者が労働参加できる全員参加型社会の構築が求められています。
　高齢者の就労支援に加え、高齢者の生きがいづくりや社会貢献の場を提供する役割も期待されることか
ら、次のポイントに重点をおき、今後の事業を展開する必要があると考えます。
１　高齢者が就業しやすい就業環境・就業条件の整備
２　高齢者の能力を活用した職場の開拓
３　高齢者が参加に意義を見い出す事業の創造

【平成29年度予算の内訳】
　負担金、補助及び交付金　46,722千円
　（内訳）　○　人件費　　44,822千円（職員基本給 24,878千円、職員手当等 11,510千円、
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 法定福利費等 5,859千円、退職金給付金 2,575千円）
　 　　　　 ○　事務費　　 1,900千円（消耗品費（車両ガソリン代、事務用品等） 400千円、
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 印刷製本費（受注用のチラシ、見積書、請求書等） 200千円、
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 賃借料（ＰＣ、コピー機のリース代等）1,150千円、
　　　　　　　　　　　　　　   　　　 委託費（ＰＣ保守、広告料等） 150千円）

  ①市民要望
  ②社会的要請
  ③課題

①　平成29年１月に実施された厚木市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定のために行った調査に
おいて、65歳から69歳の高齢者のうち25.6％が、厚木市に望む高齢者施策として、「高齢者の就労を支援す
ること」と回答しています。
②　一般事業者と比較して安価に労働力を提供でき、高齢者が主たる業務従事者であるセンターは、高齢者
の立場や心情を深く理解している存在として、介護予防などのサービスを提供する介護保険・日常生活支援
総合事業の新たな担い手として、地域を支える役割も期待されています。
③　多様化する就業ニーズに対応するため、派遣事業への参入拡大などを検討する必要があります。

事業費内訳

事業の効果
　「定年の引き上げ」、「継続雇用制度の導入」等による高年齢者の安定雇用の確保や、「再就職の促
進」、「定年退職者その他高年齢退職者に対する就業機会の確保等」の措置を総合的に講じるための役割を
担い、高齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図り、経済及び社会の発展に寄与しています。

Ｈ28
（決算見込み） 41,722 41,722

事業費及び
財源内訳
（千円）

Ｈ27（決算） 41,722 41,722

年　度 総　額 一般財源 国県支出金 市債 その他

Ｈ29（予算） 46,722 46,722

臨時職員 @ 1,186 人 ＝ 0

その他 人 ＝ 0 その他

0 臨時職員 @ 1,197 人 ＝

人 ＝ 0

人 ＝ 0

@ 8,610 0.10 人 ＝ 861

再任用 @ 3,514 人 ＝ 0 再任用 @ 3,716

行政職２ @ 8,304 人 ＝ 0

消防職 @ 8,672 人 ＝ 0 消防職 @ 8,719

0 行政職２ @ 8,472 人 ＝

人 ＝ 0

事業費

千円

41,722 41,722 46,722

平成28年度人件費内訳（単位：千円）

事業詳細

　公益社団法人厚木市シルバー人材センター運営費補助金交付要綱に基づき、その運営及び活動を支援する
ため、センター職員の人件費、事務費その他センターの事業運営に直接必要と認められる経費を、補助金と
して交付しています。

〔シルバー人材センター事業について〕
　高齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、高齢者の臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業
務に係る就業機会を確保することで、社会参加の機会を提供し、生きがいづくり及び福祉の増進を図ること
を目的としています。平成28年度には、次の目標を掲げて事業を実施しました。
１会員の増強（広報強化、女性会員拡大、研修会の実施）、２受注の拡大（広報活動、業務開拓、新規事業
の開拓）、３組織体制の充実(地域班活動の充実等)、４安全就業の徹底、５財政基盤の確立（経常経費の節
減、受注額増大の推進）、６社会奉仕活動（ボランティア除草等）

行政職１ @ 8,421 0.10 人 ＝ 842 行政職１

実施方法 　シルバー人材センター運営費補助金として、運営費の一部を補助しています。
経費総額 42,564 42,583

人件費内訳

平成27年度人件費内訳（単位：千円）

目的
　高齢者の就業機会を拡大することを通じて社会参加の機会を広げることで、福祉の増進を図ることを目的
に設立されているシルバー人材センターの運営費を補助します。

事　業　の　コ　ス　ト

コ
ス
ト

単位 平成27年度（決算）

※　受託件数の推移（参考）
　　　H26　4,434件
　　　H27　4,701件
　　　H28　4,793件

実績 392,124 394,198 397,971

事業概要 達成率

対象 　公益社団法人厚木市シルバー人材センター 人件費 842 861

平成28年度（決算見込み） 平成29年度（予算）

目標
千円

395,000 410,000 410,000 402,000

単　位 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

99.3% 96.1% 97.1%

指標名 厚木市シルバー人材センターの契約金額

担当課名 介護福祉課 指標の
説明

　厚木市シルバー人材センターが受注した契約金額
担当係名 高齢者ふれあい係 根拠法令・例

規・要綱等

高齢者等の雇用の安定等に関する法律
指標備考

事業概要シート

担当部名 福祉部 事業名
（子事業名） シルバー人材センター運営費補助金 代

表
的
な
事
業
指
標

事業開始年度 平成３年 厚木市シルバー人材センター運営費補助金交付要綱

関連する事業
（子事業名）

国 ・ 県

厚木市

厚木市シルバー

人材センター

事務局

非常勤職員２人

(理事長、副理事長)

常勤職員11人

(事務局長、事務局次長、

プロパー職員５人、嘱託

職員４人)

おおむね60歳
以上の健康で

働く意欲のある

方

会 員

正会員数

1,047人

お客様

（発注者）

仕事を依頼される

方

民 間

事業所

一般家庭

公共団体

支援 指導

支援 育成
仕事の

提供

仕事の

遂行

分配金

支払

仕事の

契約

仕事の

完成

契約金

請求

契約金

支払

シルバー人材センターの事業の概要



【事業番号８】シルバー人材センター運営費補助金（事前確認・回答）

担当課事前回答

1
　補助金の大半が人件費に充てられているが、職員数は何人いるのか。また、職
員の人件費のうち、補助金が占める割合はどの程度なのか。

　職員は現在13人（常勤11人・非常勤２人）です。平成28年度の人件費のうち、市補助
金は62.1％であり、残りはセンターの自主財源から充てられています。

2 　補助金に余剰が出た時は市に返還されるとあるが、返金の実績はあるか。 　過去に返金の実績はありません。

3 　市はシルバー人材センターにどのような「育成」を行っているのか。
　市から補助金を支出しているほか、組織や団体の運営等に見識を有する市の元職員
を配置し、団体運営を育成・支援してます。

4 　シルバー人材センターの会員になるためになぜ3,000円が必要なのか。

　会員としての名簿登載や仕事の受注・紹介を行うための事務費用の一部として入会
金（年会費を兼ねる）をいただいています。金額については配分金割合とのバランスに
なりますが、正会員の就業率（98.8％、Ｈ27）を考えますと、ほぼ公平な負担ではないか
と思われます。

委員事前確認事項



厚木市シルバー人材センターは、市内在住で概ね60歳以上の健康で働
く意欲があり、仕事などを通じて社会貢献を実感し、生きがいとする
会員によって構成されています。

現在約1,000人の会員が活動しています。

事業として、家事援助、育児支援、除草、植木剪定、襖・障子・網戸
の張替え、屋内外の清掃、公共施設の管理などがあり、様々な活動を
とおして活力ある地域社会づくりに寄与しています。

昭和52年6月に高齢者事業団設立後、平成元年4月に法人化して以
来、地域社会に不可欠な組織として活動を続け、平成24年4月より公
益社団法人として新たな歩みを続けています。

センターの概要と沿革

高齢者等の雇用の安定等に関する法律（抜粋）

第１章 総則
第５条（国及び地方公共団体の責務）

国及び地方公共団体は、高年齢者等の意欲及び能力に応じた雇用の機会その他多様な就業
の機会の確保等を図るため必要な施策を推進する。

第36条（国及び地方公共団体の講ずる措置）
国及び地方公共団体は、定年退職者その他の高年齢退職者の職業生活の充実その他福祉の

増進に資するため、臨時的かつ短期的な就業又は軽易な業務に係わる就業を希望するこれら
の者について、就業に関する相談を実施し、その希望に応じた就業の機会の確保のために必
要な措置を講ずるように努めるものとする。

第６章 シルバー人材センター等
第37条（指定等）

都道府県知事は、市町村の区域ごとに一個に限り、シルバー人材センターを指定すること
ができる。

第38条（業務等）
１ ① シルバー人材センターは、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係わ

る就業を希望する高年齢退職者のために、これらの就業の機会を確保し、及び組織的に提
供すること。
② 職業紹介事業を行うことができる。
③ 必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行うこと。

２ 職業紹介事業を行うことができる。
３ 高年齢退職者を対象に労働者派遣事業を行うことができる。



公益社団法人厚木市シルバー人材センター運営費補助金交付要綱

（趣旨）
第１条 この要綱は、公益社団法人厚木市シルバー人材センター（以下「センター」と
いう。）に対して、その運営及び活動を支援するため補助金を交付することについ
て、厚木市補助金等交付規則（昭和45年厚木市規則第５号）に定めるもののほか、必
要な事項を定めるものとする。

（補助対象）
第２条 補助金交付の対象は、センター職員の人件費、事務費その他センターの事業運
営に直接必要と認められる経費とする。

（補助金の額）
第３条 補助金の額は、前条の補助対象について、予算の範囲内で市長が定める額とす
る。

（補助金の交付時期）
第４条 補助金は、原則として４月（前期）及び９月（後期）に分けて交付するものと
する。

（補助金の返還）
第５条 センターの代表者は、補助金に余剰が生じたときは、厚木市に返還するものと
する。

【年齢階層別人口の推移（厚木市）】
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225,661 227,280 

216,365 
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昭和30年 昭和35年 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成28年 平成37年 平成52年
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人口総数（年齢不詳含む） 年少人口（0～14歳）

生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）

（人） 推計

資料 国勢調査（昭和30年～平成27年）、神奈川県「年齢別人口統計調査1月現在」（平成28年）、
厚木市人口ビジョン（厚木市推計人口総数）将来展望（平成37年、平成52年）



【要介護度別の実績と見通し（厚木市）】

※ 各年の数値は、10月１日現在です。

532 577 588 605 546 540 603 584 627 628 630 632 628 578 608 593

597 604 599 681 713 763 830 823 929 981 1040 1107 1170 1234 1300 1,366
883 932 1,136 1,202 1,275 1423

1458 1,491
1683 1,775 1,882

2,003 2,118 2234
2353 2,472

829
924

965
1,032 1,200

1328
1414 1,465

1685
1,811

1,956

2,120
2,282

2493
2626

2,807

681 
712 

728 
844 

935 

1002 
1049 1080 

1235 
1319 

1417 

1,023 
1635 

1767 

1,166 
1980 

668
666

713

771
788

887
928 944

1066

1125

1,192

1269

1341

1415

1490

1,567

614
642

623

668
644

704
707 711

786

813

844

879

909

617

966

991

4,804 
5,057

5,352

5,803
6,101

6,647
6,989 7,098

8011

8,452

8,961

9537

10,083
10638

11204

11,776

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 31年 32年 33年 34年 35年 36年 37年

（人）

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

推計

【高齢者の就業状況の推移（厚木市）】
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非労働力人口(うち通学)
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就業者(通学のかたわら仕
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就業者(家事のほか仕事)

就業者(主に仕事)

労働力人口総数
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資料 総務省統計局『国勢調査』から引用していま
す。

※ 各年の数値は10月１日現在です。
※ 高齢者数は労働状態「不詳」を含めた数値のた

め合計が一致しません。



センター事業の全体像

お引き受けしている仕事の例



業務の流れ

【発注～作業開始】 【作業完了～配分金支払】

働いている職場の例①



働いている職場の例②

働いている職場の例③



顧客満足度調査
（H28年度実施 発注者250人中160人が回答）

【センターを利用した理由】 【満足度調査結果】

「自分でできないから」と
「前回の仕事がよかったか
ら」が、前回よりも増加し
ている。

「仕事の出来栄え」に満足
していないお客様が6.3％い
るため、今後、研修等を充
実させる必要がある。

会員主体の幅広い活動


